
ii）検証に関するもの  

地方公共団体における重大事例の検証については、これまでも  

一部の地方公共団体により行われてきたところであるが、改正児  
童虐待防止法により、「国及び地方公共団体は、児童虐待を受け  
た児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析を行  

う」（児童虐待防止法第4条第5項）こととされ、平成20年4月  

1日から施行されたい   

また、この改正法の施行に先だって厚生労働省は、本委員会の  

提言を基に「地方公共団体における児童虐待による死亡事例等の  

検証について」（平成20年3月14日雇児総発第0314002号。以Fこ  

の章において「検証通知」という。）により、検証に関する基本  

的な考え方・進め方などを通知しており、今般、本委員会として  

も地方公共団体の検証方法等について実地調査を行った。   

実地に調査した事例は、前述の改正法の施行前の事例であり、  

通知に沿った方法で行われていないものもあるが、改善すべき点  

などをと り まとめたし）   

地方公共団体に対しては、検証を行うに当たっては、死亡事例  

から謙虚に学ぶという姿勢で臨み、検証が「亡くなった子どもの  

視点に立って、今後同様の悲惨な事例の発生を防止するため、必  

要な改善に繋げる」ものであることを改めて指摘し、地方公共団  

体の実施する検証の一一助としていただきたい。   

また、厚生労働省においては、下記に指摘する問題・課題に対  

して、検証通知を改正することや改正法施行後の検証状況等を踏  

まえたガイドラインの作成の検討など適切に対応すべきである。  

1）検証に関する基本的な考え方  

【実地調査で把握された問題】  
亡く なった子どもの視点に立って検証を行い、今後の再発  

防止に資するという基本的な考え方が報告書などに活かされ  

ていない。   

I 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
「   

l＜実際の例＞  ■  

：○ 報告書では、子どもの気持ち、子どもの視点が十分に表現さ：  
：れていない。  
lO 関係機関の対応においては、子どもの生命確保を最優先すべ ■  

：きであるという視点が報告書では十分に表現されていない。  

：○ 亡くなった子どもや事例から学ぶという姿勢より、個人情報：  
● への配慮が優先されている。  
l  －1■－ － － ■ ■ ■ －■■－ ■■－■ t■■ ●■ ■ － ■■■ － － － －■・－ － － －－ 一 一－ － 一 ■－ － － 一 － ■■一 一■ － ■■■■■■－ －■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

【課題】  

○ 検証組織の運営や報告書の作成に当たっては、目的に「亡   

くなった子どもの視点に立って行う」ことや「虐待による  
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子どもの死亡事例の再発を防止する」ことを示すことが必   

要である。  

○ また、そう した観点について周知を図る必要がある。  

検証通知   解説   

第1 基本的な考え方   

1 目的   
検証通知に示した目的は、左記の  

検証は、虐待による児童の死亡事   
とおりであるが、虐待によって亡く  

例等について、事実の把握、発生原   
なった「子どもの視点にたって」二  

因の分析等を行い、必要な再発防止   
度と繰り返さないために行うもので  

策を検討するために行う。   
あり、そのため検証通知においても  

個人の責任や批判を行うものではな  

7 検証方法   いとしている。  

（1）事例ごとに行う。なお、検証   こうした観点からの検証組織の運  
営や報告書の作成を望みたい。                  に当たっては、その目的が再発防   

止策を検討するためのものであ   

り、関係者の処罰を目的とするも   

のではないことを明確にする。   
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2）検証委員会の運営   

【実地調査で把握された問題】  

検証の進行が事務局主導となっている。また、報告書が県   

の名前で出されているものや委員による実地のヒアリ ング   

（現地調査）が実施されていないものもある。  

＜実際の例＞  

：○ 時間の問題を含めて、事務局主導で検証が行われており、検：  

主にも関わらず、  
：実地のヒアリングが実施されていない。  

■  

：○ 報告書が都道府県の名前で出されている。         ■○ マスメディアや議会、国などから報告を早期に作成して公表：  
：するようプレッシャーがあり、委員に対して十分な情報を与えず、：  

：また、ヒアリングを実施しないなど、拙速な検証となっている。1                                                                                  1  
1＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿▼．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿   

【課題】   

○ 検証組織は客観性を担保するため都道府県児童福祉審議  

会等に置く ことと しており、検証の進行は各委員間の議論  

にゆだねられるべきものである。   

○ 基本的な情報の収集は事務局が行うが、実地のヒアリ ン  
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グ（：現地調査）など検証結果に大きく影響する部分につい   
ては、原則、委員の実施又は委員の参画を得て実施すべき   

である。  

○ 検証組織を設けて議論した報告書は、検証組織として出   

されるべきものであ5  

検証通知  

第1 基本的な考え方  
こう 検証組織   

検証組織は、その客観性′を担保す  

るたダ）、都道府県児童福祉審議会（児  

童福祉法第8条第1項に規定する都  

道府県にあっては、地方社会福祉審  

議会。以F同じ。）の下に部会等を  
設置する。 なお、検証組織は、地域  

の実情に応じて事例ごとに随時設置  

することも考えられるが、常設する  
ことがより望ましい。事務局は、当  

該事例に直接に関与した、ないし直  

接関与・ナべきであった組織以外の部  
局に置く むのとする。  

検証組織は、客観性を担保するた  

め都道府県児童福祉審議会に設置す  

ることを原則としている。審議会の  

運営は、あくまでも審議会委員の意  

見によって運営されるべきものであ  

る。   

検証の進め方としては、事務局に  

負うべき部分が大きいことは事実で  

あるが、進め方については検証組織  

における議論により進めて行くこと  
が必要であり、その中で必要となっ  

た関係機関ごとのヒアリング、現地  
調査その他の必要な調査について  

は、委員iこより実施することが必要  

である。  7 検証方法  

（2）都道府県は、市町村、関係機   

関等から事例に関する情報の提   

供を求めるとともに、必・要に応じ   

関係者からヒアリング等を行い、   

情報の収集及び整理を行う。その   

情報を基に、検証組織は関係機関   

ごとのヒアリング、現地調査その   

他のg、要な調査を実施し、事実関   

係を明らかにすると と ヰ）に発生   

原因の分析等を行う。  

3）委員構成   

【実地調査で把握された問題】  

的確な検証を行うための委員構成となっていない。また、   

同一事例について、都道府県の検証と市町村の検証が行う場   

合の連携が取られていない。  
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l‾‾t‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾●●‾‾‾‾●‾●●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
「  

l＜実際の例＞  1  

：○ 今回の検証は、事件発生から短期間で検証し報告書を作成す：  
：ることが求められていたこともあり、検証組織の委員の人選に十：  
● 分時間を確保することができていない。  I  

：○ 小児の外傷に関する判断が必要でありながら、それに適切な：  
：人材が委員になっていない。また、適切な人材に意見を聞くこと：  
l も行われていない。  l  

：○ 委員に子どもの心理の専門家が含まれていない。  
：○ 検証事例がDVのことも考慮に入れた対応が必要な事例であっ：  

lたにもかかわらず、DVについての専門家を委員に追加していなl  

：い。また、DVについての専門家に意見を求めることもしていな：  
い。  

L ＿ ＿ ＿．＿．＿．．＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ● ＿．＿ ＿ ＿－ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ● ●．＿ ＿ ＿．＿．＿ ● ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿．＿．．．＿．＿ 一＿．．＿．＿J   

【課題】   

○ 検証委員の構成については、子どもの福祉、母子保健、  

子どもの心理の専門家や小児科医は少なく とも委員に含め   
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ることが望まれる。  
O D V事例など特別な事例を検証する時は委員を退   

ことやそう した専門家を委員と して構成することが   

場合は、検証組織と して専門家から意見を聞く場を   

べきである。  
○ 有意義な検証とするため、市町村が独自に検証を   

合、都道府県や都道府県の検証組織の委員にオブザ  

る
い
る
 
場
一
 
 

す
し
け
 
う
バ
 
 

加
難
設
 
行
一
 
 
 

や委員と しての参画を要請することが考えられる。  

○ 都道府県が検証を行う場合、事例によっては、国や   
検証組織の委員にオブザーバーや委員と して参画を要   

ることも同様と考えられる。  

検証通知  

第1 基本的な考え方  

4 検証委員の構成   

検証委員は外部の者（当該事例に  

直接関与した、ないし直接関与すべ  

きであった組織の者以外の者）で構  

成することとする。また、会議の開  

催に当たっては、必要に応じて、教  

育委員会や警察の関係者の参加を求  

めるものとする。   

検証通知では、検証組織の委員構  

成まで示していないが、事柄を勘案  

すると少なくとも、子どもの福祉、  

母子保健、子どもの心理の専門家や  

亡くなった子どもの身体的な状況を  

判断できる小児科医を委員に含める  

ことが望ましいと考えられる。   

これらの委員を確保できない場合  
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や特殊な事例などの場合は、検証組  

織としてそれらの者の意見を聴取す  

ることも考えられる。   

なお、都道府県と別に独自に市町  

村が検証することは重要であるが、  

より有効な検証とするためには、都  

道府県や都道府県の検証組織の委員  

の参画を得ることも重要である。  

9 児童相談所又は市町村等による  

検証  

（1）検証の対象となった事例に直   

接関係すろ児童相談所や市町村   

等は、当該検証作業に参加、協力   

するもけ）とするが、児童相談所、   

市町村（要保護児童対策地域協議   

会）そしり他ゾ）関係機関がそれぞれ   

の再発陽＝上策を検討すノ3観点か   

ら独［］に検証を′実施す／〕二 と も   

重要であろ。  

」  

4）検証の対象   

【実地調査で把握された問題】  

都道府県又は市町村うミ関与していた虐待による死亡事例で   

あってむ検証が行われていない事例がある。  

l‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾－‾‾‾1‾‾●‾‾‾‾‾ 「  

l＜実際の例＞  l  

：○ 本報告の調査対象事例での地方公共団体による検証の実施率：  

：は、改正虐待防止法施行前であるが、心中以外の事例で39・7％、  
l心中事例で4．8％に留まっている。〕  
l  

【課題】  

○ 改正虐待防止法施行の趣旨に基づき検証を行うべきであ  

る。  

検証通知  

第1 基本的な考え方  

5 検証対象の範囲   

検証の対象は、都道府県又は市町  

村が関与していた虐待によぅ死亡事  

例（心中を含む）全てを検証の対象  

とする〔〕ただし、死亡に至らない事  

例や関係機関の関与がない事例（車  

中放置、新生児遺棄致死等二、であっ  

ても検証が必要と認められう事例に  

ついては、あわせて対象と十る。   

なお、都道府県は、児童相談所、  

福祉事務所又は市町村が関与してい  

ない事例を含め、広く虐待による死  

亡事例等の情報収集iこ努め5ものと  

する。   

本報告における死亡事例は、平成  

19年1月1日から平成20年3月31日  

までであることから、改正虐待防止  

法による地方公共団体の検証義務が  

全ての事例に生じるものではない  

が、検証の実施率は心中以外の事例  

で39．7％と低い水準となっている。   

今後の改善を行う上で少なくとも  

「都道府県又は市町村が関与してい  

た虐待による死亡事例（心中を含  

む）」については検証を行うべきで  

ある。  
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5）検証の実施   

【実地調査で把握された問題1】  
複数事例の検証において、  て

な
 
 

え
こ
 
 

見
て
 
 

が
え
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分
 
 

の
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例
が
 
 

事
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いない。また、事例と個々  

い。  

I‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾ 「  

－＜実際の例＞  

：○ 検証は委員を2チームに分けて、当該地方公共団体で発生し！  
l た2事例を同時並行する形で進められ、2事例に共通する内容のl  
検証報告となっている。しかし、事例ごとに特徴は異なるもので：  
あることから個々の事例についての検証が十分でなくなっていl  

る可能性がある。  

l0 2事例を並行して検証を行ったために、都道府県の責任が大： ：きいと考えられる一方の事例に時間がかかり、他方の事例ではや－  
：や不十分な議論となったと考えられるものがある。  
＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿．＿ ＿．＿＿ ＿．＿＿．＿＿．＿＿＿＿ ＿＿ ＿l  

【課題1】  

○ 複数事例を同時進行で検証を行う場合、それぞれの事例   

の特徴を念頭に置いた進行等に工夫が必要である。  

○ 関係者の処罰を目的とするものでないことを認識しつつ   

も思い切った検証を行うべきである。  

検証通知  

第1 基本的な考え方  
6 会議の開催   

死亡事例等が発生した場合、準備  

が整い次第速やかに開催することが  

望ましいが、年間に複数例発生して  

いる地域等、随時開催することが困  

難な場合には、複数例を合わせて検  

証する方法も考えられる。  

複数事例を同時進行で検証する場  

合もあるが、提言や報告を行うiこ当  

たっては、共通する事項と個々の事  

例の持つ特徴に応じた事項とを切り  

分けた上で提言や報告を行うことも  

重要である。   

また、検証はあくまでも再発防止  

を主眼点と しているため、事例と  

個々の職員等の関わりを確実に把握  

した上で検証することが必要であ  

り、こうした観点から、検証の目的  

を再発防止策を検討するためのもの  

であり、関係者の処罰を目的とする  

ものではないこととしている。  

7 検証方法  

（3）検証組織は、調査結果に基づ   

き、スタッフ、組織などの体制面   

の課題、対応・支援のあり方など   

運営面の課題等を明らかにし、再   

発防止のために必要な施策の見   

直しを検討する。  
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第2 検証の進め方  

2 事例の概要把握   

会議初回には、検証に当たり、そ   

の目的が再発防止策を検討するた   

めのものであり、関係者の処罰を   

目的とするものでないことを検証   

委員全員で確認した上で、検証の   

対象となる事例の概要を把握す   

る。  

【実地調査で把握された問題2】  

乳幼児期に死亡した事例について、妊娠期からの状況を把   

握していないなど、必要な情報がないまま検証が行われてい   

る。   

l  

lく実際の例＞  

○ 国が依頼した調査票の回答状況をみても、「不明」の回答が：  
l多い。  t  

：○ 亡くなった子ども）ミ、ら学ばせてもらおうという態度より、個：  

：人情報への配慮が優先されている。そのため、必要な情報が揃え ■ l  
t られていない。  l  

：○ 子どもの生活環境等を把握するための現地調査を行っていな：  

：いD  
lO 現行の児童相談体制に関する資料が、検証の会議に資料としl  

て提出されておらず、′巳童相談所の職員の考えが十分に反映され：  

ていない可能性がある〕  l  

虐待を受けて亡くなった子どもの情報について、最初に虐待：  l（⊃   

の通告があった時期以前の情報や胎児期（妊娠期）の情報がなく、：  

検証が不十分である。  I  

：○ ジェノグラム（家族構成）の記載が不十分である。  
：○ 転居事例において転居前の情報がなく検証が不十分である。：  

lO 子どもの死因が不明確である。  －  

：○ 子どもが殺害されるに至った過程について、十分に明らかに：  
：されていない。  

10 それまでにわからなかった事例の構成要素や力動的な解釈がI  
l 、．′，＿、   、ヾ1、 し、 ＿＿、 L l  

、                                               ■ ほとんどなされていない。  
l  

【課題2】  

○ 検証通知で示している事項は、検証を行うに当たっての   

必要不可欠で最小限の事項であり、これらについて確実に  
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情報収集を行うことが必要である。  
○ 検証を進めるに当たって、委員からの要望事項について   

は、可能な限り情報収集を進めることが必要である。  

検証通知  

第2 検証の進め方  

1 事前準備  

（1）情報収集   

検証の対象事例について、事務局  

は、下記の事項に関する情報収集を  

行う。この場合、事務局は、必要に  

応じて関係機関等からヒアリングを  

行う。  

・死亡した児童及び家庭の状況、特   

性等  

・死亡に至った経緯  

・児童相談所の関与状況等（児童記   

録票の写し等）  

・市町村の関与状況等  

・その他の関係機関の関与状況等  

（2）資料準備  
ア （1）で収集した情報に基づき、   

事実関係を時系列及び関係機関別   

にまとめ、上記の内容を含む「事   

例の概要」を作成する。   

「事例の概要」には、この後、検   

証委員からの関係機関ごとのヒア  
リング等により明らかになった事   

実を随時追記していき、問題点・   

課題を抽出するための基礎資料と   

する。  

イ 現行の児童相談体制に関する以   

下の内容を含む資料を作成する。  
・各児童相談所の組織図  

・職種別スタッフ数  
・相談件数  

・相談対応等の概要  

・その他必要な資料  

り 検証の方法、スケジュールにつ   

いて計画を立て資料を作成する。  

エ その他（検証組織の設置要綱、   

委員名簿、報道記事等）の資料を   

準備する。   

検証通知で示している事項は、検  

証を行うに当たっての必要不可欠で  

最小限の事項であり、これらについ  

て確実に情報収集を行うことが必要  

であり、事例によって追加の情報も  

必要となる。   

虐待による子どもの死亡を防ぐた  

めには、妊娠期からの支援が必要な  

ことは明らかになっており、亡くな  

った子どもが胎児の時期からの情報  

を収集する必要がある。また、家族  

に関しては、家族それぞれの発達歴、  

家族の発生（親の結婚等）以来の情  

報を詳細に集める必要がある。  
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3 事実関係の明確化   

事例への関係機関の関与状況につ  
いて、関係機関ごとのヒアリング等  

を実施することにより、事実をさら  
に詳細に確認していく。  

（1）関係機関ごとのヒアリング  

ア ヒアリングには、検証委員の   

一部あるいは全員が参加すること   

を原則とし、当該事例に直接関与し   

た、ないし直接関与すべきであった  

組織の者以外の者が実施十る∩  

【実地調査で把握された問題3】   

虐待を受けて亡くなった子ども及び家族の状況について、  

周産期の状況や生育歴など必要な情報がないまま検証が行わ   

れている。  

I 

‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－一一■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一1  

1く実際の例＞ l  

・○ 子どもの生活環境等を把握するための現地調査を行っていな： l  
■ い。  

l0  
l  

1  

1 虐待を受けて亡くなった子どもの情報について、最初に虐待■  
iの通告があった時期以前の情報や胎児期（妊娠期）の情報がなく  

：検証が不十分である。  

一○ ジェノグラム（家族構成）の記載が不十分である。 ：○ 転居事例において転居前の情報がなく検証が不十分である。  
l  

－ ■ － ■ ■ － ■一 一 ■－ － － － － － －－ － － －● － － －－ － － － － ■－ － － －■ － ■－ －－ 一 一 － － － － － ■一 一 ■－ － － ■ ■  
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【課題3】  

○ 子どもが亡くなった時点の状況把握だけでは適切な検証   

が実施できない。  芦
卜
ヽ
－
 
′
r
い
．
 
ゝ
．
M
¶
 
 

検証通知  

第2 検証の進め方  

1 事前準備  

（1）情報収集   

検証の対象事例について、事務局  

は、下記の事項に関する情報収集を  

行う。この場合、事務局は、必要に  

応じて関係機関等からヒアリングを  

行う。  

・死亡した児童及び家族の状況、特   

性等  

・死亡に至った経緯  

・児童相談所の関与状況等（児童記   

録票の写し等）  

・市町村の関与状況等  

・その他の関係機関の関与状況等   

子どもが亡くなった時点だけの状  

況把握だけではなく、子ども及び家  

族の周産期の状況（妊婦健診や乳幼  

児健診の受診状況など）を情報収集  
することが必要である。   

これらの把握により、母子保健分  

野との連携状況などの把握につなが  

ることになる。  
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【実地調査で把握された問題4】   

状況把握に際して、児童記録票やそれに変わるべき情報が  

ないまま検証が行われている。  
…‖‾…‾‾‾‾‾……‾‾‾‖‾‾………‾  

‾ 

∴さ 
lられていない。  

：○ 子どもの生活環境等を把握するための現地調査を行っていな！  
I い  

1  

l V■0                                         ・○ 虐待を受けて亡くなった子どもの情報について、最初に虐待： 、  

I＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

【課題4】  

○ 検証通知で示している事  を
な
で
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必要不可欠で最小限の事  

いて確実に情報収集を行  

項
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第2 検証の進め方  

1 事前準備  

（1）情報収集   

検証の対象事例について、事務局  

は、下記の事項に関する情報収集を  

行う。この場合、事務局は、必要に  

応じて関係機関等からヒアリングを  

行う。  

・死亡した児童及び家族♂′－状況、特   

性等  

・死亡に至った経緯  
・児童相談所の関与状況等（児童記   

録票の写し等）  

・市町村の関与状況等  

・その他の関係機関の関与状況等   

児童相談所の関与事例について検  

証を行う場合、児童記録票について  

は、最も重要な基本的情報と考えら  

れるため、情報管理に留意しつつ、  

委員への提供が必要となる。  

【実地調査で把握された問題5】   

児童相談体制の基本情報として「相談件数」を準備するこ  

ととなっているが、単に一年間の児童相談所全体の相談件数  

となっており、体制♂）過不足を表すような情報となっていな  

‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾－－■－■■－  
t  

：く実際の例＞  

■○ 現行の児童相談体制に関する資料が、検証の会議に資料としi  

：て提出されておらず、児童相談所の職員の考えが十分に反映され：  

：ていない可能性がある。  
L－－．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿．＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿●．＿＿＿＿＿＿＿＿．＿一＿＿＿＿＿＿＿J  

【課題5】  

○ 児童相談体制の充実を図るために、事例を担当していた   

児童福祉司や当該児童相談所の児童福祉司の1人当たりの   
相談件数、児童福祉司の経験年数、スーパーバイザーの配   

置状況などの児童相談所の組織構造を示すことが必要であ   

る。  
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 第2 検証の進め方  

1 事前準備  

（2）資料準備  

イ 現行の児童相談体制に関する以   

下の内容を含む資料を作成する。  
・各児童相談所の組織図  

・職種別スタッフ数  
・相談件数  

・相談対応等の概要  

・その他必要な資料   

具体的な提言を行うために、児童  

相談所の運営状況について可能な限  

り数値での状況把握が必要と考えら  

れる。  
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6）報告書及び提言   

【実地調査で把握された問題】  

事実の把握、発生原因の分析等が不十分であり、再発防止   
のための提言について、具体的な対策の提言となっていない。   

また、国に対する提言を行っているが、都道府県に対する提   
言が行われていない。  

l‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■－－－■■■■－－－  

i＜実際の例＞  

：○ 国への提言はあるが、都道府県への提言がない。  

lO 国への提言がありながら、相談助言を得ている医師との ：情報交換の問題には触れられていない。  
：○ 全体的に、検証報告に見られる指摘は総花的であり、  

：∴●－．ニー∴∴ニ ー∴ 二∴∴ニーl、∴ニー：∴－．；二＿  
か
の
の
 
 ： どのようなアセスメントが可能であり、どういった見直し；  

■ が求められたのかという記述はほとんどなされていない。：  

：○ 報告書の内容が、以前に公表された報告書と同様の内容：   

： であり、報告書の提言が児童相談所の実務に活かされてい－  
ない。  

－－－－－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿l  

【課題】  

○ 提言については、検証にかかわった者や当該地方公共団   

体のみならず他の地方公共団体においても共有すべきであ   

り、具体的な提言とすべきである。  

○ また、報告書の提言を受けて、速やかに、具体的な措置   

を講じることが重要であり、講じた措置及びその実施状況  
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について検証組織としても報告を受けてフォローすること  

が必要である。  

検証通知  

第1 基本的な考え方  

1 目的   

検証は、虐待による児童の死亡事  

例等について、事実の把握、発生原  

因の分析等を行い、必要な再発防止  

策を検討するために行う。  

検証は、虐待による子どもの死亡  

事例等について、事実の把握、発生  

原因の分析等を行い、必要な再発防  

止策を検討するために行うものであ  

り、具体的な内容を提言とすること  
が必要である。   

また、十分な事実の把握、発生原  

因の分析等を行うために、会議は非  

公開とすることができることや公表  

に当たっては個人が特定される情報  

は削除する等としている。  

7 検証方法  

（4）プライバシー保護の観点から、   

会議は非公開とすることができ   
るが、審議の概要及び提言を含む   

報告書は公表するものとする。  

8 報告等  

（1）検証組織は、検証結果ととも   

に、再発防止のための提言をまと   

め、都道府県に報告するものとす   

る（〕  

（2）都道府県は、検証組織の報告   

を．公表するとともに、報告を踏ま   
えた措置の内容及び当該措置の   

実施状況について、検証組織（都   

道府県児童福祉審議会）に報告す   

るものとする。  
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第2 検証の進め方  

6 報告書（問題点・課題の抽出以   

降並行作業）  

（2）公表   

事務局は報告書を公表するととも  

に、厚生労働省に報告書を提出する。   

児童虐待による死亡事例の検証を  

行うことは、その後の児童虐待防止  

対策に密接に関連するものであり、  

児童虐待防止法第4条において国及  

び地方公共団体の検証に係る責務が  

規定されたことから、検証結果は公  

表されるべきであるが、公表に当た  

っては、個人が特定される情報は削  
除する等、プライバシー 保護につい  

て十分配慮する。  

（3）報告書の提言を受けて   

事務局は、報告書の提言を受けて、  

速やかに、具体的な措置を講じると  

ともに、講じた措置及びその実施状  

況について検証組織（都道府県児童  

福祉審議会）に報告する。  
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7）公表   

【実地調査で把握された問題】  
どの事例の内容・問題点・課題等が議論されたのか報告書   

の記載からは不明な状況となっている。  

I‾‾‾－‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  

■＜実際の例＞  
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：○ 亡くなった子どもから学ばせてもらおうという態度より、個：  

：人情報への配慮が優先されている。そのため、必要な情報が揃え！  
lられていない。  
1  

■■ ■■ － － ■■■ ■ll■ ■ ■ ■ ■■ 一 － 1■■■■■■ － ■■■■■■■■ － － － ，－ －■－ － －■■■ －■■■ －■ － ■ ■ ● － － ■■● － － ■－ ■ ■■■ － 一 一 ■■ ■ 一 ■■－ － － ■   

【課題】   

○ プライバシー の保護について配慮するあまり、報告書か  

らその事例の内容・問題点・課題等が浮かび上がって こな  

い。   

○ なお、自治体によっては、公表する報告書とは別に関係  

機関用の報告書を作成している例もある。  
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第2 検証の進め方  

6 報告書（問題点・課題の抽出以   

降並行作業）  

（2）公表   

事務局は報告書を公表するととも  

に、厚生労働省に報告書を提出する。   

児童虐待による死亡事例の検証を  

行うことは、その後の児童虐待防止  

対策に密接に関連するものであり、  

児童虐待防止法第4条において国及  

び地方公共団体の検証に係る責務が  

規定されたことから、検証結果は公  

表されるべきであるが、公表に当た  

っては、個人が特定される情報は削  
除する等、プライバシー保護につい  

て十分配慮する。   

プライバシーの保護は重要で  

あるが、「亡く なった子どもの視  

点に立って、不幸な事件を繰り返  

さないために検証を行い、必要な  

改善に繋げる」という役割にかん  

がみ、報告書の作成に当たって  

は、いたずらにプライバシーの保  

護だけを優先させるこ とのない  

よ う、検証組織において議論すべ  

きである。  

また、プライバシーー の保護に配  

した公表する報告書と別に詳  

する こ と を  

律に推奨することはできないが、  

詳細な報告書を地方公共団体内  

部の研修で活用することや、守秘  

義務がかかっている子どもを守  

る地域ネットワーク（要保護児童  

対策地域協議会）において関係機  

関間の再発防止に向けた共通認  

識を持つこ となどに活用する こ  

とは意義があると考えられる。  

8）報告書作成までの期間   

【実地調査で把握された問題】  

時間的な制約の中で不十分な検証結果に終わっている。  

I‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾ 「  

l＜実際の例＞  l  

：○ 時間の問題を含めて、事務局主導で検証が行われており、検：  
証委員の自由な議論を妨げていたと考えられる。  

iO マスメディアや議会、国などから報告を早期に作成して公表l  
するようプレッンヤーがあり、委員に対して十分な情報を与えず、：  
また、ヒアリングを実施しないなど、拙速な検証となっている。：  
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【課題】  

○ 速やかに作成すべき要請がある一方、有意   
るために、報告や提言を行うに当たっては、  
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 「中間報告」といった方法も考慮すべきであ  

○ また、虐待による子どもの死亡が生じた場   
の虐待者は逮捕・起訴されることから、その   
を通じて検証に資することも重要である。  
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